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社会保険労務士法人ローム

（ふりがな）
参加者名

社 名

〒
住 所

□8/28 □9/5 □9/9 □9/19参加日

メール
アドレス

電 話
ファックス

簡単 申込

日時（ZOOMセミナー） 国の狙い
①8/28（水）13:30～15:30
②9/5 （木） 9:30～11:30
②9/9 （月）17:30～19:30
②9/19（木）13:30～15:30
１回完結 同一内容です。
ご都合良い日に お申込み下さい。

日 時

各回 100名定 員

顧問先無料
※顧問先以外 1名 10,000円（税別）
ご入金後の返金はいたしかねます

受講料

牧野 剛 他講師

【FAX申込の場合】 貴社担当支店にチェックしていただき、 担当支店にFAXください
ローム三島
ローム湖西
加藤事務所

ローム静岡 ： FAX 054-275-2224
ローム東京： FAX 03-6271-7393 
ローム池袋： FAX 050-3156-0847

ローム仙台
ローム福岡

： FAX 053-444-4601
： FAX 053-401-4614
： FAX 053-473-7304

：FAX 022-347-4601 
：FAX 092-435-4601 

お問合せは、電話053-444-4604 まで お電話下さい

国は2030年代半ばに最低賃金
1,500円をめざす方針を決定！

2023年 1,004円
2024年 1,054円
2025年 1,104円
2026年 1,154円
2027年 1,204円
2028年 1,254円
〃 〃
2034年 1,500円

これから、10年で
500円×160時間
月額80,000円

社保料まで含めると
一人100,000円
人件費増に

企業の存亡の危機の時代です。

※ブレイクアウトセッションには必ずご参加ください



法改正が目白押し
①最低賃金 50円アップ×10年間の方針決定
②労働条件の明示義務（2024年4月）
③自己都合退職の給付制限短縮（2025年4月）
④パート社保適用拡大（2025年 法案提出）
⑤遺族厚生年金の5年で打切り 〃

セミナーでは、最賃引き上げ、法改正以外にも、、

雇用保険の
自己都合退職の
給付制限を2カ月から
1ヵ月、教育訓練を受けた
らゼロにして転職推進

今、中小企業は存亡の危機を迎えています。
時代の変化、国の政策の変化をいち早く読み取って、対策を打
たないと生き残ることができません。

国は、急速な人口減少を直前に、人手不足対策として、
①賃金の引き上げ（最賃の引上げ、賃上げ要請＆支援）
②中小企業→大企業、成⾧企業へ労働力の移動
③就業率の引き上げ（パート → 正社員・フルタイム）
を計画しています。

毎年5％の昇給と最賃の引き上げを行うと、当然物価はドン
ドン上がっていきます。

原価と人件費などの固定費が毎年5％ずつ上昇するが、売
価には、原価や人件費の半分の2％しか反映できなかった場
合、営業利益は5年目に赤字になってしまいます。

粗利を意識し、毎年10％の売価を上げて、人手不足に
応じて、数量を絞っていくと、逆に営業利益は増えます。

値上げもコツがあります。今回は、最賃引き上げ、法改正
以外にも、値上げのコツについてお話させていただきます。

コスト全体の価格転嫁率は46.1％で、昨年９月より微増。
全く価格転嫁できなかった・減額された企業も約２割、
「転嫁できた企業」と「できない企業」で二極化、転嫁対策の徹底が
重要です。

価格転嫁の状況


